
１

２

３

□ 不動産（含 借地借家） □ 債権回収 □ 医療過誤 □ 渉外・外国人

□　個人倒産消費者 □ 労働問題 □ 行政 □ 家事事件

□ 倒産 □ 商事 □ 知財事件 □ 刑事・少年事件
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受任

設備使用

経費分担

９

新規登録弁護士募集票
【ご記入いただくにあたって】
　注１「他の有資格者」には、事務所所属の公認会計士、税理士、弁理士、司法書士等の士業の方を記載してください。

事 務 所 名 弁護士法人常磐法律事務所

事 務 所 所 在 地 新横浜店と本厚木支店（いずれも駅前）

事務所URL（ブログ可） http://www.tokiwa-law.biz/

連 絡 先 　ＴＥＬ045-620-3640 ＦＡＸ045-620-3645

Ｅ－ｍａｉｌ shigeo@tokiwa-law.biz

責任者/担当者名 常磐重雄

事 務 所 の 構 成
　総数　（　　１１　　）名（職員を含む）

　うち弁護士（日本資格）　　　男性（　５　）名　女性（　１　　）名

パートナー・経営者 　男性（　２　）名　　女性（　　　　）名　　　　（　55期と６5期　）

アソシエイト・勤務弁護士 　男性（　４　　　）名　　女性（　　１　　）名　　　　（　６４　　）期～（　６９　　）期

他の有資格者　（注１） 　資格の名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　計（　　　）名

主な取扱事件（複数選択可）

その他取り扱い事件に特色があれば、ご記入ください。

保険会社の顧問をしているので、保険会社側であったり、弁護士費用特約を使った交通事故案件が多いで
す。
事故案件とその他の一般民事事件の割合は５：５程度です。
一般民事としては、相続、労働（使用者側）、借地借家、離婚、破産、破産管財、刑事などバリエーションは豊
富です。
顧問先企業が２２社ほどあります。そのため、会社関係の法務もあります。

採用予定人数 （　　　１　　）名 採用対象修習期 　　　　現　・　新　（　　　７１　　）期

掲載終了日 　　　　　　年　　　　月　　　　日　　　※記載がない場合は申請月から３ヵ月後の月末に削除

勤 務 形 態 　□勤務弁護士　　　□独立採算制　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 条　　件（勤務弁護士の場合）　 

勤務日 裁量労働制のため特に定めていない。但事務所自体は平日９時から１７時半まで。

平日事務所内勤務時間 裁量労働制のため特に定めていない。

　□分担無　　　□分担有　　　☑その他（下記のとおり）

休暇 裁量労働制のため特に定めていないが、夏に1週間程度休みがあり、正月前後に10日間程度事務所休みあり。

給与 ４０万円＋歩合として事件の報酬の１０％（但、当初３年間）

その他　（弁護士会費の
事務所負担等）

弁護士会費や交通費を含めた一切の経費を事務所負担。経験年数に応じ
て各弁護士の経費を負担する制度あり。弁護士も社会保険完備、事務所
負担で中退共にも加入しています。ですので、福利厚生は厚いと思います。

事務所のアピール・特色・将来像・求める人材等

個人事件という概念がなく、受任した事件はすべて弁護士法人の事件です。
個人受任を禁じてはいないですが、一旦すべて法人の収入となり、そこから賞与で一定の金額をお支払いす
る形となります。
３年目までは上記給与を保証しますが、4年目以降は基本給が下がる代わりに、報酬の歩合率を上げること
にしています。
法人組織としてリーガルサービスを提供することに主眼をおいております。
ですので、3，4年勤務して独立という形態ではなく、長く法人に勤めていただき、社内で支店長などの形でス
テップアップを希望する人材を求めております。
地域社会や弁護士会への貢献も推奨していますので、委員会活動なども自由です。

【個人情報の取扱いについて】
　ご提供いただきました情報は、ホームページ上への掲載等、司法修習生等の就職活動に資することを目的として利用致します。

　　　　　書式作成日：2013年3月改訂

　　　　　書式番号：業1-317

個 人 受 任

　☑可ですが、下記のとおりの扱いとなります。

受任時
　☑可　　　□不可　　　□その他

http://www.tokiwa-law.biz/#
mailto:shigeo@tokiwa-law.biz#

